
利用できる人
対象は、35歳未満の遠野市に在住もしくは勤労する青少年です。
勤労青少年の方は施設利用料が無料です。
勤労青少年の活動に支障がない範囲で一般の方も利用できます。
なお、一般の方は定められた利用料がかかります。

利用できる時間は？ 午前９時から午後９時まで

利用するために 利用するためには①または②が必要です。
①勤労青少年ホームへ利用者の登録
②市民センター総合案内で利用施設の申請
詳しくは、生涯学習スポーツ課にお問い合わせください。

利用できる活動って？ サークル活動（バンドや合唱など使い方はいろいろ！）
ちょっとした打ち合わせ・ミーティング
その他余暇活動
※仲間づくりのお手伝いもします！

どんな施設があるの？

書院・奥書院 音楽室

勤労青少年ホームは遠野市民センター内にある施設です。
（所在地住所：遠野市新町１番10号）

遠野市青年団体協議会の会員を募集しています！
遠野市青年団体協議会（青年会）は、主に35歳未満の青年が集まり、さまざま
な活動を通して、遠野市を盛り上げる活動を行っています。
会員は随時募集しています！ぜひ入会し楽しく活動をしませんか😀
（過去の活動）
各スポーツ大会、成人式運営ボランティア、鍋倉公園清掃ボランティアなど

詳しくは、青年団体協議会（☎62-4413）までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
遠野市民センター生涯学習スポーツ課 電話：0198-62-4413 メール：gaku-spo@city.tono.iwate.jp

鍋倉公園清掃ボランティアの様子

場所は？


